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藤井寺市子どもの未来応援プラン ～子どもの貧困対策推進計画～ 令和６年度実績報告 

令和7年9月時点 

Ⅰ 計画の考え方／推進体制 

１．計画の基本的な考え方 

実態調査において示された課題を踏まえ、基本理念と３つの基本方針を設

定したうえで国の「子供の貧困対策に関する大綱」との整合を図りつつ、継続

的に取り組む事業を５つの分野に分類し効果的かつ総合的に子どもの貧困対

策を推進します。 

２．計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、教育・福祉・健康・就労等の幅広い分野におい

て課題を共有し、支援の充実を図るための庁内連携体制の確立を図ります。

関係部局によって構成される「藤井寺市子どもの未来応援ネットワーク会議」

を設置し、本計画に基づく事業の実施状況及び課題を共有し、今後の事業の

方向性（拡充・縮小・新規事業追加等）について検討し、会議内でとりまとめま

す。 

また、子ども・子育て会議においても計画の進捗状況を報告し、意見聴取を

受けて取組の改善を図るとともに、必要に応じて計画の追加・修正を検討しま

す。 
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Ⅱ 分野別の取組状況 

１．教育の支援

◆施策の方向性 

全ての子どもが、家庭の経済状況にかかわらず自分らしい進路を選択できるよう、安心して学ぶことのできる環境づくりや学習支援、多様な体験・経験の機

会の提供等を行い、教育と福祉の連携による支援の充実を図ります。 

◆主な施策の取組状況（令和６年度実績） 

プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

１ 
幼児教育の

無償化 

３歳から５歳児の幼稚園保育料を無償化す

る。 
こども育成課 国の制度に基づいた無償化を実施。 継続  

２ 

スクールソー

シャルワーカ

ーの配置 

児童・生徒が抱える問題に対して、福祉の観

点から、支援を行うスクールソーシャルワー

カーを各小・中学校へ派遣する。 

学校教育課 

いじめ、不登校、問題行動等に対応するため社

会福祉等の専門的な知識及び技術を有するスク

ールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を配置し、生徒

指導体制の充実を図るとともに、教職員、支援

人材、関係機関等とのネットワークを活用した支

援、相談及び連携体制を整備し、課題の解決を

図った。 
拡充

Ｒ7～

ＳＳＷ3名体制 

【成果実績】 

・ＳＳＷ ２人 

・3 時間×２０7 回＝６２１時間 
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

3 

スクールカウ

ンセラーの配

置 

スクールカウンセラーを各小・中学校に配置

し、児童・生徒やその保護者、教職員に対し

て、カウンセリング等による支援を行う。 

学校教育課 

中学校に週に１回程度、小学校に月に１回程度配

置し、児童・生徒、保護者、教職員に対してカウン

セリングを行う等して、相談体制の強化を図っ

た。 
継続  

【成果実績】 

＜年間開設日数＞ 

・小学校  ８４ 日 

・中学校 １０5 日 

４ 

教育相談・テ

レフォン教育

相談 

小学生から高校生までの子どもと保護者を

対象に、教育相談員が不登校・いじめ・発達な

ど、教育に関する悩みの相談を実施する。 

学校教育課 

市民からの教育相談業務の実施や、教育支援セ

ンターの指導及び運営の支援を実施した。 
継続  

【成果実績】 

・年間開設日数 １４9 日 

5 
放課後「ゆめ」

教室 

中学校で地域人材による「学習アドバイザー」

を活用し、放課後の学習支援を行い、学力向

上と学習習慣の定着を図る。 

学校教育課 

全ての生徒が基礎学力を確実に身に付けること

ができるよう、年間を通して、中学校３校が放課

後に、学生ボランティアや「学習アドバイザー」を

活用し、生徒の自主的な学習支援を行った。 
継続  

【成果実績】 

・年間実施回数 ８０回 

・参加生徒数（延べ数） ６9６人 

６ 
教育支援セン

ター 

不登校傾向にある小中学生に対して、その子

にふさわしいプログラムに基づいて教育・支

援の活動を行う。 

学校教育課 

心の居場所を求めている子どもたちの気持ちを

受け止め、個々に応じた活動を通して、社会的な

自立に向けての援助を行った。 
継続  

【成果実績】 

・年間開設日数 １5２ 日 
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

7 
学力向上推

進支援事業 

市内全ての小・中学校において、市独自で学

力向上に取り組む。 
学校教育課 

学力向上プラン「主体的に学習に取り組み、アウ

トプットする力の育成 ～子ども主体の”学び方”

への転換～」に向けて、各校の研究授業や学識

経験者の招聘を計画通り実施することができ

た。 

継続  【成果実績】 

全国学力学習状況調査質問紙 

＜主体的な学びの肯定的な回答の割合＞ 

・Ｒ６ 年度 【小】８２.２％ 【中】73.２％ 

＜アウトプットの肯定的な回答の割合＞ 

・Ｒ６ 年度 【小】６４.7％ 【中】６3.８％ 

８ 
就学援助事

業 

経済的な理由によって就学が困難と認めら

れる小中学生の保護者に対して、学用品費の

一部や給食費等の必要な援助を行う。 

教育総務課 

経済的に困難な小・中学生の保護者に学用品

費、給食費等を支給した。 

継続  【成果実績】 

＜認定者数（受給率）＞ 

・小学生４77人（１６.7％） 

・中学生２77人（１5.６％） 

9 

特別支援教

育就学奨励

費支給事業 

小・中学校の特別支援学級などに在籍してい

る障害のある児童・生徒の保護者に対して、

世帯の所得に応じて、学用品費や給食費等の

一部を支給する。 

教育総務課 

小・中学校の特別支援学級に在籍していて、経済

的に困難な児童・生徒の保護者に学用品費や給

食費等を支給した。 

継続  【成果実績】 

＜認定者数（受給率）＞ 

・小学生 １０9 人（5１.9％） 

・中学生  3８人（55.9％） 

１０ 

藤井寺市高

等学校等入

学準備金 

準要保護の認定を受けている、高等学校等に

進学しようとする生徒の保護者に対して、入

学に要する費用の一部を支給する。 

教育総務課 

準要保護の認定を受けた生徒のうち、高等学校

等に進学予定の生徒の保護者に対し、入学に要

する費用の一部として １万円を支給した。 継続  

【成果実績】 

・支給数 ６7人 
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

１１ 

ひとり親家庭

等学習支援

事業 

ひとり親家庭等の小中学生を対象に無料の

学習支援を行い、学習機会の確保や学習習

慣の定着を図る。 

こども育成課 

対象となる児童がいる児童扶養手当受給者に対

して案内を送付。また、広報・ＨＰ・ＬＩＮＥ 等を活

用して事業周知を行った。また、年度の途中で新

たにひとり親となった家庭に向け追加募集を行

った。 

継続  

【成果実績】 

・決定人数 53 人（定員 ６5人） 

１２ 

生活困窮者

自立支援事

業（こどもの

学習支援事

業） 

生活困窮世帯及び生活保護世帯の中学生に

対し、教育委員会と連携し学習支援を行う。 
※ 学校教育課で実施している放課後「ゆめ」教室

の一部として実施。

生活支援課 放課後「ゆめ」教室事業として実施した。 継続  

１3 

教育コミュニ

ティづくり推

進事業（各

小・中学校） 

小・中学校の放課後や週末に安全で安心な子

どもの居場所づくりを推進するとともに、地

域のボランティアの方々の参画、学校の協力

を得て、教育・体験事業を実施する。小学校

放課後児童会とも連携する（元気広場）。 

生涯学習課 

小学校では放課後子ども教室推進事業により、

運動場遊びや学習活動、企業プログラムを活用

した体験活動を通して放課後の居場所づくりを

行った。中学校では学校支援地域本部事業とし

て、地域人材との交流を行った。 継続  

【成果実績】＜延べ参加人数＞ 

小学校 5,０８9 人 

中学校 ２,０5２ 人 

１４ 

小・中学校に

おける学校給

食 

小中学生を対象に、給食センターから完全給

食を提供する。 
学校教育課 

小中学生を対象に、完全給食を実施した。また、

令和６年度に給食費を値上げしたが、年間を通

じて値上げ分の費用負担を行った。 

継続  

【成果実績】 

＜保護者負担額＞ 

○小学校 ： 月額 ４００ 円（値上げ分）補助 

 低：４,０5０円/月、 中：４,１5０ 円/月、 

 高：４,２5０円/月 

○中学校 ： 月額 ４5０ 円（値上げ分）補助 

 ４,7００ 円/月 
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

１5 
スクールフレ

ンド活用事業 

子どもたちが、幅広い人とのふれあいを経験

できるよう、保育補助を希望する大学生等を

幼稚園に派遣する。 

こども施設課 
希望者がいなかったため、派遣することができ

なかった。 
継続  

１６ 

社会人等指

導者活用事

業 

幼稚園・保育所において、外部の人材を活用

し、多彩な活動を通して子どもの体験の機会

を増やす。 

こども施設課 

市立幼稚園・保育所・こども園で行事や活動の充

実のため、音楽、人形劇、ダンスや体操教室など

の外部人材を活用した。 

継続  【成果実績】 

・市立幼稚園  3０ 回 

・市立保育所  １４ 回 

・市立こども園  9 回 

１7 
キャリア教育

の推進 

小学５年生を対象に、挫折や苦労を通して自

身の夢を実現したり、現在夢に向かって進ん

でいる人の体験談などを聞くことで、学ぶこ

とへの関心を高め、自ら未来を切り開く力を

養うことを目的として、「ゆめ・心のプロジェ

クトドリーム・プレゼンター学校派遣事業」を

実施する。 

学校教育課 

子どもたちが夢や希望を持ち、学ぶことへの関

心を高め、豊かな人間性や社会性を身に付ける

とともに、自ら未来を切り開く力を養える動機

づけとなるよう各小学校において、ドリームプレ

ゼンター事業を計画、実施した。 継続  

【成果実績】 

・実施校 7 校 
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2．生活の支援 

◆施策の方向性 

妊娠・出産期からの切れ目のない子育て支援の充実に取り組みます。保護者の社会的孤立を防ぎ、安心して子育てを行える環境づくりを推進するとともに、

子どもの安定した日常生活習慣の確立を図ります。 

◆主な施策の取組状況（令和6年度実績） 

プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

１ 
養育支援訪

問事業 

児童の養育について支援が必要な家庭を

訪問し、育児に関する助言や指導等の支援

を行う。 

子育て支援課 

他機関や他の相談窓口からの紹介を受け、家庭

訪問を通じて、育児不安や不適切養育の改善を

目的に、一定期間の継続支援を行った。 拡充 

Ｒ7～養育支援事業

推進員の雇用を １

名→２名に増やして

事業を実施。【成果実績】 

・対象家庭 3 件（延べ ２１ 回訪問） 

２ 

乳児家庭全

戸訪問事業

（こんにちは

赤ちゃん事

業） 

生後４か月頃までの乳児のいる全ての家

庭に対し、看護師・保健師が訪問し、様々な

不安や悩みを聞き、母子保健や子育て支援

に関する情報提供を行うとともに、親子の

心身の状況や養育環境等の把握や助言を

行い、支援が必要な家庭に対して適切なサ

ービスへとつなげる。 

健康・医療連携課

生後４か月頃までの乳児がいる全ての家庭に対

し、保健師・看護師による訪問指導を実施した。  

継続  
【成果実績】 

・実施数 337人・33４戸 

3 
妊産婦・乳幼

児保健指導 

妊産婦から乳幼児期を通して、様々な保健

指導の機会（母子健康手帳交付、妊産婦健

康診査、マタニティ教室、乳幼児健康診査、

予防接種、妊産婦・乳幼児訪問、健康相談

など）に保健師、助産師、管理栄養士、歯科

衛生士等が健康や育児に関する相談を実

施する。 

健康・医療連携課

支援が必要な妊産婦及び乳幼児とその家族に対

し、保健師・助産師・看護師・管理栄養士・歯科衛

生士等が面接・電話・訪問による保健指導等を実

施した。 
※（こんにちは赤ちゃん事業・産前産後サポート事業・産後ケ

ア事業・こども家庭センター業務（母子保健機能分）含む。）  
継続  

【成果実績】 

・面接・電話  延べ ４,８5６人 

・訪問  延べ １,１２3 人    



8 

プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

４ 
母子生活支

援施設 

１８歳未満の児童を養育する母子世帯の母

親で、児童の養育が十分にできない状況に

ある場合に、児童と一緒に入所できる児童

福祉施設を確保し、生活・育児の相談を行

い、母子の自立を支援する。 

子育て支援課 

他の相談窓口や他の制度とも連携し、支援を必

要とする世帯を把握し、適切な措置ができるよ

う努めた。 
継続  

【成果実績】 

・措置件数 ２ 件 

5 

生活保護世

帯に対する

生活支援等

の実施 

様々な理由で、収入や資産等が少なく生活

が困難な人に対し、国が定める最低限度の

生活を保障しながら、自立した生活ができ

るよう支援する。 

生活支援課 
生活に困窮する母子家庭等に対し、各種他法に

よる制度活用を含め生活保護制度による支援を

実施した。 

継続  

６ 

生活困窮者

自立支援事

業（相談支援

事業） 

生活困窮者を対象に、相談支援を行い、支

援プランを作成し、寄り添いながら自立に

向けた支援を行う。 

生活支援課 相談窓口を設置し、相談支援を実施した。 継続  

7 

生活困窮者

自立支援事

業（家計改善

支援事業） 

家計に問題を抱える生活困窮者からの相

談に応じ、必要な情報提供や専門的な助

言・指導等を行う。 

生活支援課 

生活困窮者自立支援事業の相談者のうち、主に

家計に問題を抱える方からの家計相談を受け付

ける体制を構築した。 

継続  

８ 
子育て短期

支援事業 

家庭において １８歳未満の児童の養育が

一時的に困難となった場合や、育児不安や

疾患など身体的・精神的負担の軽減が必要

な場合等に、児童福祉施設等において一定

期間、児童を預かる。 

子育て支援課 

7 施設と契約し、事業を実施した。 

継続

【成果実績】 

・契約施設（7施設） 

＊児童養護施設 ４ か所 

＊母子生活支援施設 ２ か所 

＊乳児院 １ か所 

・利用実績 １ 件（延べ ６日） 
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

9 
ひとり親家庭

等の相談 

ひとり親家庭の生活の安定や自立のため

の相談、離婚前相談等を行う。 
こども育成課 

窓口や電話などで離婚前相談された方には、市

で実施している法律相談の案内や養育費の確保

支援事業にかかる補助金および各種手当の情報

など、今後必要となる手続きについて情報提供

を行った。また、離婚後についても、資格取得な

ど生活の安定や自立につながる制度の案内など

継続的に相談を受けた。 

継続  

【成果実績】 

・離婚前相談 １８ 件 

・離婚後相談 １１5 件 

１０ 

ファミリー・

サポート・セ

ンター事業 

生後３か月から小学６年生までの児童とそ

の保護者を対象として、地域で子育ての支

援を行う人と支援を受けたい人を結び付

け、相互援助活動を促進する。 

こども育成課 

援助依頼に応えられる援助会員数を確保するた

め、広報やホームページ、ＬＩＮＥ 等で積極的に制

度の周知を図った。会員向け交流会については

市内の事業者の協力も得て、会員同士が相互の

顔合わせの機会を持てるような企画を工夫し

た。 

継続  

【成果実績】 

・援助回数 延べ １６２回 

１１ 

地域子育て

支援拠点事

業 

未就学児とその保護者が気軽に集まって

交流や相談等ができる場として市内５カ所

に地域子育て支援事業所を設置し、保護者

の子育てに対する不安感等の軽減を図る。 

こども育成課 

各施設によるイベントの開催や、相談業務を実施

し、子どもと保護者が気軽に集まって交流や相

談ができる場を提供した。各拠点はそれぞれに

ＳＮＳ でのイベントや活動の様子の発信を行い、

取り組みの周知に努めた。 

また、市と全ての事業運営者で情報交換できる

場を設け、より良い事業運営に努めた。 

継続  

【成果実績】 

・委託施設 5か所 

・利用者数（子どものみ） １０,４４5 人 

１２ 
保育所等の

保育料 

３歳児から５歳児までの全ての子どもの保

育料を無償とし、０歳児から２歳児につい

ては家庭の所得状況や子どもの数、要保護

等の状況に応じて保育料を軽減する。 

こども育成課 
多子世帯の保育料軽減のための要件を緩和し、

軽減対象を拡充した。 
継続  
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

１3 
放課後児童

会事業 

放課後、保護者が不在となる市立小学校の

１～６年生を対象として、各小学校敷地内

の教室等で、健全育成のための事業を行

う。 

生涯学習課 

Ｒ5 ニーズ調査の結果を受け、試験的にあおぞ

ら学級（藤井寺小学校）とたんぽぽ学級（道明寺

南小学校）で １9時まで開設時間を延長した。 

 ４世帯（５人）のみの利用申請であったため、

Ｒ7からの本格実施は見送り。 継続  

【成果実績】 

・入会児童数 ６８２人 

１４ 

生活困窮者

自立支援事

業（住居確保

給付金） 

離職者または、本人に責のない理由で収入

が減少している人のうち、住宅を喪失して

いる、または喪失するおそれのある人を対

象に住居費を支給する。 

生活支援課 
相談があった対象者に住居確保給付金を支給し

た。 
拡充 

Ｒ7～家賃の減額が

家計改善になると

考えられる方に対し

ての転居費用が支

給対象に追加。

１5 人権相談 

人権擁護委員が人権をめぐる問題をはじ

め、様々なトラブルなどについて相談に応

じ、問題解決のための助言を行う。 

協働人権課 

人権についての悩みやトラブルなど様々な相談

内容に人権擁護委員が応じ、助言を行った。 
継続  

【成果実績】 

・相談件数 １ 件（人権相談は面談のみ実施） 

１６ 
人権悩みの

相談室 

暮らしの中で起こる様々な人権問題や、女

性の人権、ＤＶやセクハラなどの暴力に関

する悩みや問題などについて専任の相談

員が相談支援を行う。 

協働人権課 

ＤＶ や子どもに関する悩みなどの相談内容に専

任の相談員が応じ、助言やエンパワメントを行っ

た。 
継続  

【成果実績】 

・相談件数 ２８9 件 

＊面談 ２６5件 ＊電話 ２４件 

１7 
女性相談窓

口 

夫婦関係やＤＶ、生活苦など女性が抱える

あらゆる悩みや問題などについて女性相

談員が相談支援を行う。 

協働人権課 

ＤＶ や人間関係など女性が抱える様々な相談内

容に女性相談員が応じ、助言やサービスにつな

いだ。 

Ｒ６ は開設日の増加など充実を図った。 継続  

【成果実績】 

・相談件数 3６１件 

＊面談 ２9４件 ＊電話 ６7件
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

１８ 
障害者等相

談 

障害のある人やその家族等を対象に生活

上の悩みや福祉サービス利用に関する相

談支援を行う。 

福祉総務課 

市役所窓口以外にも、２ か所に委託して相談支

援を行ったほか、基幹相談支援センターを設置

した。 
継続  

【成果実績】 

・委託相談支援事業所相談件数 5,６35 件 

１9 

障害児・障害

者ふれあい

支援センター 

障害児及び障害者に対し、安全な環境の

下、日中活動の場を提供する。創作活動や

運動、レクリエーションなどの余暇活動の

支援や、障害児・障害者及び家族に対する

相談支援、療育支援、年齢や目的にあった

発達検査及び知能検査等を実施する。 

福祉総務課 

レクリエーションや行事等のイベントを実施しつ

つ、日中活動の場を提供した。 

また、集団療育プログラムなどの療育支援や発

達検査及び知能検査等を実施した。 
継続  

【成果実績】 

・利用者数 5,０53 人 （うち障害児 7２5 人） 

・発達検査及び知能検査等実施件数 １5１件 

２０ 

藤井寺市こ

ども家庭セン

ター 

妊娠期から子育て期にわたる相談支援を

関係機関と連携しながら実施する。 

子育て支援課 

健康・医療連携課

妊産婦及び乳幼児等の実情を把握し、妊娠・出

産・子育てに関する各種の相談に応じて必要な

情報提供・助言・保健指導を行い、支援プランを

策定して、保健医療又は福祉・子育て支援の関係

機関との連絡調整を図ることで、妊娠期からの

切れ目のない支援を行い、子育て世帯の安心感

を醸成した。 

また、１８ 歳未満の児童のいる家庭及び妊婦の

いる家庭を対象に、相談・支援を行うとともに、

市の児童虐待相談窓口として、虐待対応を行っ

た。 

継続

Ｒ６.４ に「藤井寺

市こども家庭セン

ター」を設置。 

「子育て世代包括支

援センター」（母子保

健）と「子ども家庭

総合支援拠点」（児

童福祉）の各機能を

統合。

【成果実績】 

・相談件数 3６０ 件 
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

２１ 
出産・子育て

応援事業 

妊婦や特に０～２歳の低年齢期の子育て

家庭に寄り添い、面談や継続的な情報発信

等を行うことを通じて必要な支援につなぐ

伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊

産婦に対し、経済的支援を一体として実施

する。 

健康・医療連携課

妊婦や特に０～２歳の低年齢期の子育て家庭に

寄り添い、面談や継続的な情報発信等を行うこ

とを通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援

の充実を図るとともに、妊産婦に対し、経済的支

援を一体として実施した。 
別事業 

として 

「拡充」 

Ｒ5.１～開始。 

国の制度変更に伴

い、Ｒ7～「妊婦のた

めの支援給付」・「妊

婦等包括相談支援

事業」として実施す

るため、本事業は

Ｒ６ で終了（Ｒ7 は

経過措置としての

実施のみ）。 

【成果実績】 

・経済的支援 

＊出産応援分 35６人 ＊子育て応援分 35２人

・伴走型支援 面接や家庭訪問等を実施 
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３．経済的支援 

◆施策の方向性 

必要な支援が必要な人に確実に届くよう、制度の周知、手続きの支援、関係機関との情報共有等に取り組みます。金銭的な支援だけではなく、多様な支援施

策と連携し、効果的な支援の充実を図ります。 

◆主な施策の取組状況（令和6年度実績） 

プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ7の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

１ 
特別児童扶

養手当 

心身に一定の障害を有する２０歳未満の

児童を養育する人に手当を支給する。 
こども育成課 

相談に来られる方に対して制度の案内に努め

た。また、他課と連携し、対象となる子どもがい

る世帯への事業周知にも努めた。 継続  

【成果実績】 

・受給権者 ２3２ 人 

２ 
児童扶養手

当 

父母の離婚などで、父または母と生計を同

じくしない０歳～１８歳（障害児の場合は

２０歳未満）の児童を養育する人（ひとり親

家庭の保護者等）を対象に、手当を支給す

る。 

こども育成課 

手当の対象となる方に対しては、離婚前から相

談を受け、制度や必要書類の他、養育費確保支

援事業や無料法律相談等の関連事業について、

適宜案内を行った。 継続 

Ｒ６.１１～実施さ

れている対象世

帯の拡充がＲ7

に満年度化する。 
※国の制度改正に

よる

【成果実績】 

・延べ児童数 １１,3４２ 人 

・支給実績 3２６,557,４６０ 円 

3 児童手当 
０歳～１5歳に達した年度末までの児童を

養育する保護者等に手当を支給する。 
こども育成課 

他課と連携し、手当の対象となる世帯が漏れな

く受給できるよう事業の周知に努めた。電話や

窓口で相談のあった方に対し、必要書類の案内

等を行った。 継続

Ｒ６.１０～実施さ

れている所得制

限の緩和がＲ7

に満年度化する。 
※国の制度改正に

よる

【成果実績】 

・延べ児童数 ８２,０２１ 人 

・支給額 9６０,８６5,０００ 円 
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ7の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

４ 

生活保護受

給世帯の子

どもの学習塾

等費用の収

入認定除外 

生活保護受給世帯の高校生等のアルバイト

等の収入のうち、学習塾費等に充てられる

費用については、就学のために必要な費用

として、収入認定から除外する。 

生活支援課 
書面及び訪問時等で制度の案内を行い、周知を

図った。 
継続  

5 

生活保護制度

における高等

学校等就学費

生活保護受給世帯の子どもが高等学校等

に就学する際の学用品費、教材代、授業

料、交通費等を支援する。 

生活支援課 
書面及び訪問時等で制度の案内を行い、周知を

図った。 
継続  

６ 

生活保護制

度における進

学・就職準備

給付金 

生活保護世帯の子どもが大学等に進学す

る際の新生活立ち上げの費用として給付

金を支給する。 

生活支援課 
書面及び訪問時等で制度の案内を行い、周知を

図った。 
継続  

7 
子どもの医療

費助成事業 

０歳から １８歳に達した年度末までの子ど

もの保険診療について、医療機関等で支払

う費用から一部自己負担額を除いた額を

助成する。 

保険年金課 

０歳から １８ 歳に達した年度末までの子どもの

保険診療について、医療機関等で支払う費用か

ら一部自己負担額を除いた額を助成した。 
継続  

【成果実績】 

・対象者数 ８,２5０ 人 

・助成額 ２5６,１59,８7１ 円 

８ 

ひとり親家庭

等の医療費

助成事業 

児童扶養手当の支給要件に該当するひと

り親家庭等の １８歳に達した年度末までの

子どもとその保護者の保険診療について、

医療機関等で支払う費用から一部自己負

担額を除いた額を助成する。 

保険年金課 

児童扶養手当の支給要件に該当するひとり親家

庭等の １８ 歳に達した年度末までの子どもとそ

の保護者の保険診療について、医療機関等で支

払う費用から一部自己負担額を除いた額を助成

した。 
継続  

【成果実績】 

・対象者数 １,２9４人 

・助成額 ４7,１5４,9４１ 円 

9 

大阪府母子

父子寡婦福

祉資金貸付 

ひとり親家庭及び寡婦の人の経済的自立

を図るため、子どもの進学や親の技術習得

などに対して資金の貸し付けを行う。 

こども育成課 

相談に来られた方に対し、本事業を案内し、併せ

て申請書類の確認、必要額の相談等を実施し

た。また、各々の実情に応じ、社協など他機関の

事業も併せて案内した。 継続
【成果実績】 

・決定件数  １ 件 

・相談件数  7 件 
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ7の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

１０ 

ひとり親家庭

等無料法律

相談事業 

ひとり親家庭や離婚を考えている人など

を対象に、弁護士による無料相談を行う。 
こども育成課 

離婚前相談のあった方や、ひとり親となった方

に対し、ちらしや広報、ホームページ、ＬＩＮＥ など

を利用した事業周知を行った。また、ひとり親の

来庁が増える児童扶養手当の現況届提出月に

は、相談日を２日に増やして実施した。 継続  

【成果実績】 

・相談件数 ２０ 件 

全 ４８回（４回/日×１２日/年。１ 回あたり ４5分）

１１ 助産制度 
経済的理由で出産費用を負担できない人

に対して出産費用を助成する。 
子育て支援課 

経済的理由で出産費用を負担できない人に対し

て出産費用を助成した。 
継続 

【成果実績】 

・決定件数 １０ 件 

１２ 

実費徴収に係

る補足給付事

業 

新制度未移行幼稚園に通う子どもがいる

世帯に対し、副食費（おかず・おやつ等）相

当額を補助する（所得制限あり）。 

こども育成課 

【成果実績】 

・日用品、文具等 

*決定件数 ８ 件 *補助額 33,7０１ 円 

・副食費 

*決定件数 ８ 件 *補助額 １33,１95 円 

継続 

日用品、文具等は

Ｒ5～補助対象に追

加。 

１3 
養育費確保

支援事業

子どもの成長を経済的に支えるため、養育

費の取決めにかかる公正証書作成費用や

家庭裁判所の調停又は裁判に要する費用、

保証契約に必要な費用の一部を補助する。 

こども育成課 

電話や窓口で離婚前相談のあった方に対し、制

度の案内を行った。児童扶養手当の受給者に対

しては、現況届に制度案内を同封し、現況届の手

続きの際に養育費の未払いの相談があった方に

は制度や申請の必要書類を案内した。
継続

Ｒ5.7～開始。 

【成果実績】 

・決定件数 7 件 
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４．就労の支援 

◆施策の方向性 

子育て世帯の生活基盤と経済的な安定を図るとともに、家族がゆとりを持って接する時間を確保できるワーク・ライフ・バランスの充実に向け、国・大阪府・関

係機関と連携し、就労支援を推進します。 

◆主な施策の取組状況（令和6年度実績） 

プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ7の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

１ 

ひとり親家庭

自立支援教

育訓練給付

金事業 

ひとり親家庭の保護者を対象に、主体的な

能力開発の取組を支援し、自立促進を図る

ために給付金を支給する。 

こども育成課 

申請を検討されている方に対し、制度の案内を

行い、手続きを行った。併せて、他制度の案内も

行った。 

継続  【成果実績】 

・利用実績 ２ 件 

・相談件数 ４ 件 
（他に、制度内容の確認のために相談に来られる方も

複数おられる。）

２ 

ひとり親家庭

高等職業訓

練促進給付

金等事業 

ひとり親家庭の保護者が、経済的自立に効

果的な資格を取得するため、養成機関で１

年以上修業する場合に、「高等職業訓練促

進給付金」を支給し、卒業後には「高等職業

訓練修了支援給付金」を支給する。 

こども育成課 

資格取得を目指すひとり親の方からの相談につ

いては、養成機関の入学試験前から継続して受

けるなど、次年度の事業開始まで必要な情報提

供を随時行った。 

また、既に本事業の利用者に対しては、毎月聞き

取りや相談を行い、継続した支援を行った。 

継続  

【成果実績】 

・高等職業訓練促進給付金 7 件 

・高等職業訓練修了支援給付金 ４ 件 

3 

ひとり親家庭

高等学校卒

業程度認定

試験合格支

援事業 

高等学校を卒業していないひとり親家庭

の保護者及びその子どもが、高等学校卒業

程度認定試験の合格を目指す場合に、対策

講座の受講費用の軽減を図り、学び直しを

支援する。 

こども育成課 

児童扶養手当の現況届送付の際、事業案内を同

封し、周知を図った。 

継続  
【成果実績】 

・申請・相談 なし 
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ7の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

４ 

母子・父子自

立支援プログ

ラム策定事業 

児童扶養手当の受給者の自立・就労支援の

ため、個々の受給者のケースに応じた自立

支援プログラムを作成し、ハローワーク等

と連携して就労を支援する。 

こども育成課 

プログラムの作成を通じて受給者本人の状況の

見える化を図り、自立や就労支援につなげるよ

うにした。 継続  
【成果実績】 

・作成件数 １ 件 

5 

地域就労支

援事業（地域

就労支援セン

ター） 

働く意欲がありながら、様々な問題を抱え

て就職ができない人（ひとり親家庭の親・

若年者・障害者・中高年齢者など）や、働く

ことに不安のある人などを対象に、就労に

ついての相談事業を行う。 

商工労働課 

地域就労支援センターに地域就労コーディネー

ターを配置し、就職困難者等に対する相談活動

を実施した。 
継続  

【成果実績】 

・相談件数 ２ 件 

６ 

生活困窮者

自立支援事

業（就労支援

事業） 

個別の支援を行うことで就労が見込まれ

る生活困窮者を対象に、就労支援員がハロ

ーワークへの同行訪問、履歴書の作成指

導、就労後のフォローアップ等の就労支援

を行う。 

生活支援課 
相談者のうち就労支援を希望された方につい

て、就労支援を実施した。 
継続  

7 

生活保護制

度における就

労支援事業 

早期に適切な就労支援を行うことで、自立

した生活ができるよう、就労支援員がハロ

ーワークと連携し、様々な就労支援を実施

する。 

生活支援課 
ハローワーク等と連携を持ち、就労支援を実施

した。 
継続  

８ 

生活保護制

度における就

労自立給付

金 

生活保護受給者が就職し、生活保護から脱

却した場合に求められる税、社会保険料等

の負担を緩和するため、生活保護受給中の

就労収入のうち、収入認定された金額の範

囲内で別途一定額を積み立て、保護廃止時

に支給する。 

生活支援課 
制度の説明を実施し、制度の要件を満たしてい

る方については、就労自立給付金の支給を行っ

た。 

継続  
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５．情報提供支援 

◆施策の方向性 

親族等に頼ることができない家庭や外国にルーツを持つ家庭など、困難を抱える家庭が必要としている情報を取得しやすくなるよう、相談窓口をよりわかり

やすく示すことや事業等の周知方法を検討します。また、適切でスムーズな連携が行えるよう、地域にある社会資源を整理し、支援者や関係機関との連携強化に

努めます。 

◆主な施策の取組状況（令和6年度実績） 

プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

１ 

就学援助制

度の利用促

進 

市内小・中学校に在籍する全児童生徒へお

知らせを配布。市立小・中学校以外の学校

在籍者へ広報・ホームページ等で周知す

る。 

教育総務課 

市立小・中学校に在籍する全児童・生徒にお知ら

せ配布。オンライン申請可能である旨を目立つよ

うに表示した。 

市立小・中学校以外の学校在籍者には広報・ホー

ムページで周知。新入生については、入学説明会

の時にお知らせを配布した。 

継続  【成果実績】 

＜申請者数＞ 

・小学生5４８人 

・中学生２６5人 

・就学予定者(小学校入学準備金） １０7 人 

※ 小・中のオンライン申請率は前年度比 9.3％増と
なり、申請手続きは以前に比べてスムーズになっ
ている。

２ 
窓口等におけ

る手続き支援 

窓口等における手続きに際して、継続して

申請書類作成等の支援を行う。 
全庁関係課 

窓口に来られた方には、相談内容を聞き取り、制

度等を丁寧に説明したり、必要に応じて訪問、関

係機関へつなぐなど、支援の必要な方に対して、

分かりやすい伝え方や支援を行いながら対応し

た。 

また、適宜オンライン申請も取り入れ、手続きの

簡素化・利便性向上にも努めた。 

継続  
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プラン掲載内容 
令和６年度実施内容（実績） Ｒ７の方針 備考 

№ 事業名 概要 担当部局 

3 

子どもの貧困

対策関連事

業のわかりや

すい情報発信 

子どもの貧困対策に関する情報を集約し、

支援が必要な人やその支援者向けにわか

りやすく情報発信する。 

子どもの貧困

対策関係課 

市ホームページに「子どもの貧困対関連事業」の

とりまとめページを作成し、情報発信を行った。 
継続  

４ 

子どもの未来

応援ネットワ

ーク会議 

子どもの未来応援ネットワーク会議を設置

することで、庁内の連携を強化し、円滑に

子どもの貧困対策を推進する。 

子どもの貧困

対策関係課 

会議を開催し、本計画の前年度の取組状況を確

認・共有するとともに、他の自治体の取組事例や

財源、地域資源について共有し、庁内連携を図っ

た。 継続  

【成果実績】 

前年度の取組実績を踏まえて本計画の概要版を

更新し、市ホームページ等で周知を図った。 

5 
人権相談ネッ

トワーク会議 

人権相談ネットワーク会議を設置し、人権

相談及び支援の充実について、庁内の連携

協力体制を確立し、市の組織全体で人権問

題を解決できる仕組みづくりを推進する。 

人権問題対策

関係課 

会議を開催し、各種相談窓口相互の情報交換及

び相談のノウハウ等を共有した。 
継続  
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Ⅲ 評価指標 

１．本計画における評価指標 

指 標 現状値 
目指す 

方向性 
最新値 基準日 進捗状況 進捗状況に関する要因等 

生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率 １００％ 維持 ８9％ Ｒ7.４ ×未達成 
訪問等において、保護世帯の状況に応じた子

の進路について相談を受け、説明等を行った

が、進学を選択されなかったもの。 

スクールカウンセラーの年間相談開設日数（小学校） 7２日 増加 ８４日 Ｒ7.４ ○計画通り 前年度と同日数開設でき、活用されている。 

スクールカウンセラーの年間相談開設日数（中学校） 7８日 増加 １０5日 Ｒ7.４ ○計画通り 前年度と同日数開設でき、活用されている。 

「自分にはよいところがあると思う」子どもの割合（小学生） 7８.１％ 上昇 ８６.０％ Ｒ7.４ ○計画通り 
ポジティブ行動支援を市として取り組んでい

ることが、上昇につながったと考えられる。 

「自分にはよいところがあると思う」子どもの割合（中学生） 7０.3％ 上昇 ８3.０％ Ｒ7.４ ○計画通り 
ポジティブ行動支援を市として取り組んでい

ることが、上昇につながったと考えられる。 

「学校に行くのは楽しいと思う」子どもの割合（小学生） ８６.０％ 上昇 ８3.7％ Ｒ7.４ ×未達成 
各校において、子どもの実態に応じた特色の

ある取組や体験的な活動を実施できたが、計

画策定時の水準には至っていない。 

「学校に行くのは楽しいと思う」子どもの割合（中学生） 7４.４％ 上昇 ８１.5％ Ｒ7.４ ○計画通り 
各校において、子どもの実態に応じた特色の

ある取組や体験的な活動を実施できている。 

「全く読書をしない」子どもの割合（小学生） ２８.８％ 減少 33.２％ Ｒ7.４ ×未達成 
各校において学校図書館の取組を工夫して

いるが、授業における計画的な図書の活用や

家庭との連携の必要性を感じている。 

「全く読書をしない」子どもの割合（中学生） 5０.3％ 減少 55.3％ Ｒ7.４ ×未達成 
各校において学校図書館の取組を工夫して

いるが、授業における計画的な図書の活用や

家庭との連携の必要性を感じている。 
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指 標 現状値 
目指す 

方向性 
最新値 基準日 進捗状況 進捗状況に関する要因等 

「朝食を毎日食べている」子どもの割合（小学生） ８１.１％ 上昇 ８０.２％ Ｒ7.４ ×未達成 
食育指導と併せて、家庭との連携の必要性を

感じている。 

「朝食を毎日食べている」子どもの割合（中学生） 7４.０％ 上昇 ６9.9％ Ｒ7.４ ×未達成 
食育指導と併せて、家庭との連携の必要性を

感じている。 

「将来の夢や目標を持っている」子どもの割合（小学生） 7８.２％ 上昇 ８１.7％ Ｒ7.４ ○計画通り 
各校において計画的キャリア教育が実施でき

ている。 

「将来の夢や目標を持っている」子どもの割合（中学生） ６１.１％ 上昇 ６２.８％ Ｒ7.４ ○計画通り 
各校において計画的キャリア教育が実施でき

ている。 

乳幼児健康診査受診率（４か月） 9８.5％ 

維持 

／ 

上昇 

99.１％ Ｒ7.４ ○計画通り 

様々な機会を通じて健診の周知・勧奨を図っ

たことにより受診率向上（維持）につながった

と考えられる。 

乳幼児健康診査受診率（１歳 ６か月） 97.3％ 97.7％ Ｒ7.４ ○計画通り 

乳幼児健康診査受診率（２歳 ６か月歯科） ８9.7％ 9１.5％ Ｒ7.４ ○計画通り 

乳幼児健康診査受診率（3歳 ６か月） 9６.7％ 9６.3％ Ｒ7.４ ○計画通り 

乳児家庭全戸訪問事業の訪問割合（訪問戸数/対象戸数） 
※ 長期入院・長期里帰り等で訪問できなかった方には、その後の事

業で訪問等を実施。

８9.８％ 上昇 99.４％ Ｒ7.４ ○計画通り 
様々な機会を通じて健診の周知・勧奨を図っ

たことにより受診率向上につながったと考え

られる。 
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2．国の大綱における評価指標に係る本市の状況 【参考】 

① 教育の支援 

指標 国 大阪府 本市 

生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率 
93.7％ 

（Ｒ3.４） 

9６.１％ 

（Ｈ3０.４） 

１００％ 

（Ｒ3年度） 

８9％ 

（Ｒ7.４） 

生活保護世帯に属する子どもの高等学校等中退率 
3.６％ 

（Ｒ3.４） 

3.８％ 

（Ｈ3０.４） 

3％ 

（Ｒ3年度） 

６％ 

（Ｒ7.４） 

生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率 
39.9％ 

（Ｒ3.４） 

４3.８％ 

（Ｈ3０.４） 

４０％ 

（Ｒ3年度） 

5０％ 

（Ｒ7.４） 

スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校の割合（小学校） 
5６.9％ 

（Ｒ２年度） 

２3.４％ 

（Ｈ3０年度） 

１００％ 

（Ｒ４年度） 

１００％ 

（Ｒ7.４） 

スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校の割合（中学校） 
６１.7％ 

（Ｒ２年度） 

２3.０％ 

（Ｈ3０年度） 

１００％ 

（Ｒ４年度） 

１００％ 

（Ｒ7.４） 

スクールカウンセラーの配置率（小学校） 
８６.２％ 

（Ｒ２年度） 

１００％ 

（Ｈ3０年度） 

１００％ 

（Ｒ４年度） 

１００％ 

（Ｒ7.４） 

スクールカウンセラーの配置率（中学校） 
9１.８％ 

（Ｒ２年度） 

１００％ 

（Ｈ3０年度） 

１００％ 

（Ｒ４年度） 

１００％ 

（Ｒ7.４） 

就学援助制度に関する周知状況 

（入学時及び毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配布して

いる市町村の割合） 

８１.１％ 

（Ｒ3年度） 

7２.１％ 

（Ｈ２9年度） 
周知あり 

周知あり 

（Ｒ7.４） 

新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の実施状況（小学校） 
８3.7％ 

（Ｒ3年度） 

４１.9％ 

（Ｈ3０年度） 
実施有り 

実施あり 

（Ｒ7.４） 

新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の実施状況（中学校） 
８5.１％ 

（Ｒ3年度） 

６5.１％ 

（Ｈ3０年度） 
実施有り 

実施あり 

（Ｒ7.４） 
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② 生活の安定に資するための支援 

※令和４年７月に実施した「子どもの生活に関する実態調査」の結果に基づく数値ですが、国の数値とは調査方法・対象が異なるため単純な比較はできません。 

指標 国 大阪府 本市 

電気、ガス、水道料金の未払い経験（ひとり親世帯） 

電気料金 

ガス料金 

水道料金 

１４.８％ 

１7.２％ 

１3.８％ 

（Ｈ２9年） 

― 

６.9％※

7.８％※

８.６％※

（Ｒ４年） 

電気、ガス、水道料金の未払い経験（子どもがある全世帯） 

電気料金 

ガス料金 

水道料金 

5.3％ 

６.２％ 

5.3％ 

（Ｈ２9年） 

― 

１.7％※

１.5％※

3.０％※

（Ｒ４年） 

食料または衣服が買えない経験（ひとり親世帯） 

食料が買えない経験 

衣服が買えない経験 

3４.9％ 

39.7％ 

（Ｈ２9年） 

― 
２８.０％※

35.６％※

（Ｒ４年） 

食料または衣服が買えない経験（子どもがある全世帯） 

食料が買えない経験 

衣服が買えない経験 

１６.9％ 

２０.9％ 

（Ｈ２9年） 

― 
１１.１％※

１5.3％※

（Ｒ４年） 

子どもがある世帯の世帯員で頼れる人がいないと答えた人の割合（ひとり親世帯） 

重要な事柄の相談 

いざという時のお金の援助 

８.9％ 

２5.9％ 

（Ｈ２9年） 

― 
１０.１％※

35.3％※

（Ｒ４年） 

子どもがある世帯の世帯員で頼れる人がいないと答えた人の割合（等価可処分所得第Ⅰ～Ⅲ十分位）

重要な事柄の相談 

いざという時のお金の援助 

※本市は等価世帯収入第Ⅰ四分位 

7.２％ 

２０.４％ 

（Ｈ２9年） 

― 
４.9％※

２８.８％※

（Ｒ４年） 
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③ 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援 

※令和４年７月に実施した「子どもの生活に関する実態調査」の結果に基づく数値ですが、国の数値とは調査方法・対象が異なるため単純な比較はできません。 

指標 国 大阪府 本市 

ひとり親家庭の親の就業率（母子世帯） 
８3.０％ 

（Ｒ２年） 
― 

８２.２％※

（Ｒ４年） 

ひとり親家庭の親の就業率（父子世帯） 
８7.８％ 

（Ｒ２年） 
― 

１００.０％※

（Ｒ４年） 

ひとり親家庭の親の正規の職員・従業員の割合（母子世帯） 
5０.7％ 

（Ｒ２年） 
― 

33.６％※

（Ｒ４年） 

ひとり親家庭の親の正規の職員・従業員の割合（父子世帯） 
7１.４％ 

（Ｒ２年） 
― 

9１.7％※

（Ｒ４年） 

④ 経済的支援 

※令和４年７月に実施した「子どもの生活に関する実態調査」の結果に基づく数値ですが、国の数値とは調査方法・対象が異なるため単純な比較はできません。 

指標 国 大阪府 本市 

子どもの貧困率                        国民生活基礎調査 

全国家計構造調査 

１3.5％ （Ｈ3０年） 

８.3％ （Ｒ１年） 

― 
１１.２％※

（Ｒ４年） 

ひとり親世帯の貧困率                           国民生活基礎調査 

全国家計構造調査 

４８.１％ （Ｈ3０年） 

57.０％ （Ｒ１ 年） 
― 

53.3％※

（Ｒ４年） 

ひとり親家庭のうち養育費についての取決めをしている割合（母子世帯） 
４２.9％ 

（Ｈ２８年度） 
― 

４０.４％※

（Ｒ４年） 

ひとり親家庭のうち養育費についての取決めをしている割合（父子世帯） 
２０.８％ 

（Ｈ２８年度）
― 

77.８％※

（Ｒ４年） 

ひとり親家庭で養育費を受け取っていない子どもの割合（母子世帯） 
６9.８％ 

（Ｈ２８年度）
― 

６６.3％※

（Ｒ４年） 

ひとり親家庭で養育費を受け取っていない子どもの割合（父子世帯） 
9０.２％ 

（Ｈ２８年度）
― 

６６.7％※

（Ｒ４年） 


